
2 0 2 1 年 ３ 月 ３ 日  

東京電力ホールディングス株式会社 

柏崎刈羽原子力発電所 

 

第 213 回「地域の会」定例会資料 〔前回定例会以降の動き〕 
 

【発電所に係る情報】 

・  2 月 ８日 「柏崎刈羽原子力発電所所員による発電所建屋内への不正入域」 

に関する原子力規制委員会の暫定評価結果の受領について    〔P.２〕                    

・  2 月 ９日 「柏崎刈羽原子力発電所所員による発電所建屋内への不正入域」 

に関する原子力規制委員会の暫定評価結果への当社回答について 〔P.４〕 

  2 月 10 日 当社原子力発電所における原子力規制庁による 2020 年度第３四半期 

実施計画検査および原子力規制検査の結果について             〔P.８〕 

  2 月 15 日 柏崎刈羽原子力発電所での「発電所建屋内への不正入域」と 

「７号機の安全対策工事一部未完了」等を受けた発電所業務全般の 

品質向上に向けた取り組みについて              〔P.10〕 

  2 月 15 日 人事措置について                        〔P.18〕 

  2 月 19 日 柏崎刈羽原子力発電所および福島第二原子力発電所における核物質 

防護に係る事案について                                     〔P.19〕 

  2 月 25 日 柏崎刈羽原子力発電所における安全対策の取り組み状況について 〔P.21〕 

  2 月 25 日 ７号機新規制基準に基づく安全対策工事の進捗状況について     〔P.26〕 

  2 月 25 日 ７号機使用前事業者検査の進捗状況について          〔P.27〕 

  2 月 26 日 柏崎刈羽原子力発電所 7号機の安全対策工事一部未完了を踏まえた 

総点検の実施状況について                                   〔P.28〕 

  2 月 26 日 柏崎刈羽原子力発電所 7号機の使用前確認変更申請等の実施について 

                                   〔P.30〕 

 

【その他】 

  2 月 10 日 2020 年度第３四半期決算について              〔P.32〕 

  2 月 26 日 プルトニウム利用計画について                               〔P.34〕 

  3 月 ３日 広報活動について（３月報告）                               〔P.35〕 

 

【福島の進捗状況に関する主な情報】 

  2 月 25 日 福島第一原子力発電所の廃止措置等に向けた中長期ロードマップ 

進捗状況(概要版)                〔別紙〕 

 

 

 

 

 

 

【柏崎刈羽原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合の開催状況】 

  2 月 16 日 原子力規制委員会第 946 回審査会合 

    －第７号機の設計及び工事の計画の審査について－ 

以 上 

＜参考＞ 
 当社原子力発電所の公表基準（平成 15 年 11 月策定）における不適合事象の公表区分について 

区分Ⅰ  法律に基づく報告事象等の重要な事象 
区分Ⅱ  運転保守管理上重要な事象 
区分Ⅲ  運転保守管理情報の内、信頼性を確保する観点からすみやかに詳細を公表する事象 
その他  上記以外の不適合事象 
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2021 年 2 月 8 日 

東京電力ホールディングス株式会社 

 

「柏崎刈羽原子力発電所所員による発電所建屋内への不正入域」に関する 

原子力規制委員会の暫定評価結果の受領について 

 

 

柏崎刈羽原子力発電所所員が、他人の ID カードを使い不正に発電所建屋内に入域した

件につきまして、地元地域の方々をはじめ、社会の皆さまにご心配をお掛けしたことを、

深くお詫び申し上げます。 

 

本日（2/8）の原子力規制委員会の場で、本事案が報告され、「重要度評価＊:白」との暫

定評価結果が了承されました。当社としては、今回の結果について大変重く受け止めてお

り、内容を確認のうえ、原子力規制庁に対し、速やかにご回答させていただきます。 

 

当社では、事案発生以降、原子力部門全職員や協力企業に対して核セキュリティに関す

る再教育を行うとともに、職員に対する ID カードの施錠管理の再徹底、ID カードの本人

確認プロセスの見直し等の対策を実施しておりますが、今回の原子力規制委員会のご指摘

等も踏まえ、既に実施した対策に加え、発電所として強固な核物質防護システムを構築す

るために必要な措置について、更なる対策・検討を早急に進め、実施してまいります。 

  

 また、今回、暫定評価結果とともに、本事案の事実関係も示されました。 

 

当社は、これまで、核物質防護に関する事案については、原子力規制庁に速やかに報告

する一方で、防護措置の詳細な事項が公になるおそれがあることから、原子力規制委員会

の結論を得るまでは、対外公表を控えることを徹底し、他方で原子力規制委員会の結論を

得たのちには、上記のおそれがない範囲で、事実関係を公表してまいりました。 
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引き続き、核セキュリティの観点から情報公開に対しては、慎重に対応してまいりたい

と考えておりますが、今回の原子力規制委員会における議論や公表内容も参考にしつつ、

原子力規制庁にもご相談させていただきながら、そのあり方を検討してまいります。 

 

 当社は、引き続き、さらなる安全性、信頼性の向上に努めてまいります。 

 

以 上 

 

＊安全重要度評価： 
安全上の重要度は、原子力施設の安全確保に対する劣化程度に応じて「赤」「黄」

「白」「緑」に区分される。各区分の定義は以下の通り。 

赤：安全確保の機能又は性能への影響が大きい水準 

黄：安全確保の機能または性能への影響があり、安全裕度の低下が大きい水準 

白：安全確保の機能または性能への影響があり、安全裕度の低下は小さいものの、

規制関与の下で改善を図るべき水準 

緑：安全確保の機能または性能への影響があるが、限定的かつ極めて小さなもので

あり、事業者の改善措置活動により改善が見込める水準 

 

【本件に関するお問い合わせ】 

東京電力ホールディングス株式会社  

原子力・立地本部 広報グループ 03-6373-1111（代表） 
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「柏崎刈羽原子力発電所所員による発電所建屋内への不正入域」に関する 

原子力規制委員会の暫定評価結果への当社回答について 

 
2021 年 2 月 9 日 

東京電力ホールディングス株式会社 

 

柏崎刈羽原子力発電所所員が、他人の ID カードを使い不正に発電所建屋内に入域した

件につきまして、地元地域の方々をはじめ、社会の皆さまにご心配をお掛けしたことを、

深くお詫び申し上げます。 

 

昨日（2/8）の原子力規制委員会の場で、本事案が報告され、「重要度評価＊:白」との

暫定評価結果が了承されました。 

（2021 年 2 月 8 日お知らせ済） 

 

当社としては、今回の結果について大変重く受け止めており、本日(2/9)、原子力規制

庁に対して、意見陳述の要望がない旨を回答いたしました。 

 

今後は、昨日（2/8）お知らせした通り、既に実施した対策に加え、発電所として強固な

核物質防護システムを構築するために必要な措置について、更なる対策・検討を早急に進

め、実施してまいります。 

 

また、核セキュリティの観点から情報公開に対しては、慎重に対応してまいりましたが、

昨日、原子力規制庁から本事案の「原子力規制検査指摘事項概要」が公表されたことを踏

まえ、当社としても当該指摘事項と同様の範囲で事案概要をお知らせさせていただきます。

今後の情報公開の在り方については、今回の原子力規制委員会における議論や公表内容も

参考にしつつ、原子力規制庁にもご相談させていただきながら、そのあり方を検討してま

いります。  

 

当社は、引き続き、さらなる安全性、信頼性の向上に努めてまいります。 

以 上 

 

別紙：「柏崎刈羽原子力発電所所員による発電所建屋内への不正入域」事案概要 
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＊安全重要度評価： 
安全上の重要度は、原子力施設の安全確保に対する劣化程度に応じて「赤」「黄」

「白」「緑」に区分される。各区分の定義は以下の通り。 

赤：安全確保の機能又は性能への影響が大きい水準 

黄：安全確保の機能または性能への影響があり、安全裕度の低下が大きい水準 

白：安全確保の機能または性能への影響があり、安全裕度の低下は小さいものの、

規制関与の下で改善を図るべき水準 

緑：安全確保の機能または性能への影響があるが、限定的かつ極めて小さなもので

あり、事業者の改善措置活動により改善が見込める水準 

 

【本件に関するお問い合わせ】 

東京電力ホールディングス株式会社  

原子力・立地本部 広報グループ 03-6373-1111（代表） 
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別 紙 

「柏崎刈羽原子力発電所所員による発電所建屋内への不正入域」事案概要 

 

2021年 2月 9日 

東京電力ホールディングス株式会社 

 

・ 当社柏崎刈羽原子力発電所において、中央制御室員Ａ（以下、「社員Ａ」）は、勤務日

である 2020年 9月 20日の朝、自分のロッカーで保管しているはずの IDカードを見

つけられなかったため、同日（9月 20日）勤務日ではなく、ロッカーが無施錠だっ

た同僚の中央制御室員Ｂ（以下、「社員Ｂ」）の IDカードを勝手に持ち出した。また、

社員Ａは警備を担当している防護管理グループや中央制御室長へ紛失した報告を怠

ったため、防護管理グループによる IDカードの無効化がなされなかった。 

 

・ 社員Ａは、周辺防護区域の出入口にいる委託警備員に対して、社員Ｂの氏名を名乗っ

たため、委託警備員は違和感を覚えて複数回 IDカードと社員Ａを見比べたが、入域

を止めるには至らなかった。また、防護区域の出入口においては、個人を特定する認

証が複数回エラーとなったことを社員警備員Ｃ（以下、「社員 C」）が確認しており、

監視モニター越しに登録されている顔写真と見比べ、社員Ｂと似ていないことに疑念

を抱いたが、それ以上本人であることを確認せず、社員Ａに対し、周辺防護区域外に

戻り、個人を特定するための識別情報を登録し直すように伝えた。 

（個人を特定する認証でエラー発生時における登録方法を定めた社内規定がなかっ

たため、社員Ｃの裁量により社員Ａを社員Ｂであると判断した上で、委託警備員に対

して登録を指示し、社員Ｂの IDカードに社員Ａの識別情報が登録された） 

・ 社員Ａは、自分の識別情報を登録し直した社員Ｂのカードを使用し、再度周辺防護区

域通過を試みた。委託警備員も違和感を覚えて声を掛けたが、社員Ｂの名前を名乗っ

たことから入域を許した。 

 

・ ID カードの管理不徹底、社内規定の不備など一連の不正により、社員Ａが、周辺防

護区域及び防護区域を通過し、中央制御室まで入域することを許した。 

 

 

 

6



別 紙 

・ なお本件が発覚した経緯は、社員Ａが、勤務が終了した同日（9月 20日）の夜に、

社員Ｂの IDカードをロッカーにそのまま戻した。翌日(9月 21日)朝、社員Ｂ本人が

勤務で入域しようとしたところ、防護区域の出入口において個人を特定する認証が複

数回エラーとなり、その時間帯に社員Ｃが継続して勤務しており、昨日の登録の経緯

から不審に思い、社員Ｂから事情を確認したところ、社員Ａの IDカードの不正使用

が発覚した。 

（不正使用が発覚した同日（9月 21日）、警備を担当している防護管理グループが、

原子力規制庁核セキュリティ部門に報告するとともに、社員Ａの入域許可を停止し

ている。また、社員Ａの IDカードは、前日（9月 20日）夜にロッカー内で本人が

見つけている） 

 

                以  上 
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当社原子力発電所における原子力規制庁による 

2020 年度第 3 四半期実施計画検査および原子力規制検査の結果について 

 

 

2021 年 2 月 10 日 
東京電力ホールディングス株式会社 

 
 

 

本日の原子力規制委員会において、原子力規制庁が実施した当社原子力発電所における

2020 年度第 3 四半期実施計画検査および原子力規制検査の結果が報告されました。 
当社においては、福島第一原子力発電所、柏崎刈羽原子力発電所について、以下の指摘

事項がございました。 
 
＜福島第一原子力発電所＞（1 件） 
・１号機 PCV ガス管理設備サーバ記憶媒体交換時の誤操作による排気ファン全停 

違反区分※1：軽微な違反（監視） 

 
＜柏崎刈羽原子力発電所＞（2 件） 
・6 号機 安全処置の不備による使用済燃料プール冷却浄化系ポンプの自動停止 

安全上の重要度※2：緑 
違反の深刻度レベル※3：SL Ⅳ 

・核物質防護に関する事案（社員によるＩＤカード不正利用） 

  安全上の重要度：白 

 違反の深刻度レベル：SL Ⅲ 

 

 

当社は、引き続き、さらなる安全性、信頼性の向上に努めてまいります。 
 

以 上 
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【本件に関するお問い合わせ】 

東京電力ホールディングス株式会社 

広報室 原子力広報グループ 03-6373-1111（代表） 

  

 

 

※１ 実施計画の違反区分は原子力安全に及ぼす影響の程度に応じて「違反」「軽微な違

反（監視）」に区分される。このうち、軽微な違反（監視）は、原子力安全に影響

はあるが軽微なものであり、事業者自身の改善処置による改善が見込まれるものと

なる。 

 

※2  安全重要度評価： 

  安全上の重要度は、原子力施設の安全確保に対する劣化程度に応じて「赤」「黄」

「白」「緑」に区分される。各区分の定義は以下の通り。 

赤：安全確保の機能又は性能への影響が大きい水準 

黄：安全確保の機能または性能への影響があり、安全裕度の低下が大きい水準 

白：安全確保の機能または性能への影響があり、安全裕度の低下は小さいものの、

規制関与の下で改善を図るべき水準 

緑：安全確保の機能または性能への影響があるが、限定的かつ極めて小さなもので

あり、事業者の改善措置活動により改善が見込める水準 

 

※3  違反の深刻度レベル(SL: Severity Level)は、法令要求に対する違反の程度に応じ

て「SL Ⅰ」「SL Ⅱ」「SL Ⅲ」「SL Ⅳ」に区分される。 

各区分の定義は以下の通り。 

SL Ⅰ：原子力安全上又は核物質防護上重大な事態をもたらしたもの、またはそ

うした事態になり得たもの 

SL Ⅱ：原子力安全上又は核物質防護上重要な事態をもたらしたもの、またはそ

うした事態になり得たもの 

SL Ⅲ：原子力安全上又は核物質防護上一定の影響を有する事態をもたらしたも

の、又はそうした事態になり得たもの 

SL Ⅳ：原子力安全上または核物質防護上の影響が限定的であるもの、またはそ

うした状況になり得たもの 
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  03-6373-1111  
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人事措置について 

 
2021 年 2 月 15 日 

東京電力ホールディングス株式会社 

 
 
 当社柏崎刈羽原子力発電所所員が、昨年 9 月、他人のＩＤカードを使い

不正に発電所建屋内に入域した件につきまして、地元地域の皆さまをはじ

め広く社会の皆さまに多大なるご心配をおかけいたしましたことを深くお

詫び申し上げます。 

当社としましては、本事案を大変重く受け止めており、経営管理責任

を明確にするとともに、再発防止を徹底する観点から、下記のとおり人

事措置を行うことといたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 
・代表執行役社長    小早川 智明  厳重注意 

・常務執行役原子力・立地本部長  牧野 茂徳   けん責 

・執行役員柏崎刈羽原子力発電所長  石井 武生   減給 10％ 1 ヶ月 

 

上記に加え、今回の不正に関与した社員およびその上司、管理者等（10

名）について、再発防止の徹底および管理責任を明確にするため、6 名を出

勤停止、1 名を厳重注意、3 名を注意喚起といたしました。 

 

本事案について、当社は、既に実施した対策に加え、発電所として強固

な核物質防護システムを構築するために必要な措置について、更なる検

討・対策を実施してまいります。 

 

【参考資料】 

「柏崎刈羽原子力発電所での発電所建屋内への不正入域と 7 号機の安全対

策工事一部未完了等を受けた発電所業務全般の品質向上に向けた取り組

みについて」 

  

以 上 

【本件に関するお問い合わせ】 

東京電力ホールディングス株式会社 

広報室 報道グループ 03-6373-1111（代表） 
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柏崎刈羽原子力発電所および福島第二原子力発電所における 

核物質防護に係る事案について 

 

 
2021 年 2 月 19 日 

東京電力ホールディングス株式会社 

 

 

当社柏崎刈羽原子力発電所および福島第二原子力発電所において、核物質防護に係る事

案がございましたので、核物質防護に抵触しない範囲において、概要をお知らせします。 

 

本件については、今後、原子力規制庁のご指導をいただきながら、適切に対応していく

とともに、お知らせできる範囲で適宜、ご説明してまいりたいと考えております。 

 

 

 

 

以 上 

 

 

別紙：柏崎刈羽原子力発電所および福島第二原子力発電所における核物質防護に係る事案概要 

 

【本件に関するお問い合わせ】 

東京電力ホールディングス株式会社  

原子力・立地本部 広報グループ 03-6373-1111（代表） 

下線部について、情報を追記しております 

（２月 19 日 17 時更新） 
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  別 紙  

 

柏崎刈羽原子力発電所および福島第二原子力発電所における核物質防護に係る事案概要 

 

 

＜柏崎刈羽原子力発電所＞ 

●報告日；2021年 2月 15日（月） 

●概 要；柏崎刈羽原子力発電所における、核物質防護設備に関する複数の事案について、故障の

状況や復旧の見通し等を原子力規制庁へ報告した。 

●経 緯；1月 27日、侵入検知に関わる核物質防護設備を一箇所誤って損傷させ、その影響を評価

するとともに代替措置を講じ、その旨直ちに原子力規制庁へ報告した。 

その後、上記に加え、これまで報告した、他の故障等が発生している核物質防護設備に

ついても、代替措置の実施状況や復旧見通し等について、2月12日に概要、および2月

15日に詳細を原子力規制庁へFAXにより報告した。また、2月18日にも、上記の他に故

障が発生している核物質防護設備について同様の報告を行った。 

 

＜福島第二原子力発電所＞ 

●報告日；2021年 2月 17日（水） 

●概 要；社員による無効化済みのIDカードの紛失事案が判明し、原子力規制庁へ報告した。 

●経 緯；2021年 2月 16日、当社社員より会社に対してIDカードを紛失した旨の報告があった。 

      翌日、当社は、原子力規制庁へ口頭報告を行うとともに、FAX による情報提供を実施し

た。 

なお、当該IDカードは防護区域（中央制御室を除く）まで入域可能であった。 

また、2016 年 4月に 1年以上入域実績のない IDカードとして、入域できない措置（無

効化）を実施済みである。 
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原子炉の起動前

7号機 使用前事業者検査の進捗状況について
2021年2月25日

東京電力ホールディングス株式会社
柏崎刈羽原子力発電所

燃料
装荷

原子炉の制御等の
健全性を確認

主要設備の構造や機能の
健全性を確認

発電設備全体の
健全性を確認

検
査
終
了原子炉起動

① 燃料装荷前に行う検査 ③ 原子炉の起動を伴う検査② 燃料装荷後に行う検査

原子炉の起動後

設
備
の
健
全
性
の
確
認

（
＝
原
子
力
発
電
所
の
安
全
性
の
確
認
）

申請範囲 項目数 完了数※

1.原子炉本体
（原子炉圧力容器 等） 4 2(0)

2.核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設
（使用済燃料プール 等） 7 5(2)

3.原子炉冷却系統施設
（高圧炉心注水系 等） 24 14(11)

4.計測制御系統施設
（計測装置 等） 18 5(5)

5.放射性廃棄物の廃棄施設
（放射性ドレン移送系 等） 3 1(1)

6.放射線管理施設
（5号機緊急時対策所換気空調系 等） 16 8(4)

7.原子炉格納施設
（原子炉格納容器 等） 25 7(2)

【130項目の検査内訳】 ⇒ 58項目完了
【2021年2月の主な実績】
・燃料取替床ブローアウトパネル
3号検査
（ブローアウトパネル閉止装置）
・タンクローリ 1号検査
（燃料補給車）

申請範囲 項目数 完了数※

8.その他発電用原子炉の附属施設
（非常用ディーゼル発電設備 等） 18 8(5)

9.常用電源設備
（常用電源設備の基本設計方針） 1 1(1)

10.火災防護設備
（消火設備 等） 4 1(0)

11.浸水防護施設
（内郭浸水防護設備 等） 4 2(1)

12.補機駆動用燃料設備
（燃料設備） 2 1(1)

13.非常用取水設備
（取水設備 等） 3 3(3)

14.緊急時対策所
（5号機緊急時対策所の基本設計方針） 1 0(0)

【今後の主な予定】
・高圧代替注水系 1号検査
（ポンプ・配管 等）
・高圧窒素ガス供給系 2号検査
（配管）

使用前事業者検査：130項目

（2021年2月17日時点）

※ 括弧内は、前回（2021年1月28日公表）の完了数

現在
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柏崎刈羽原子力発電所 7 号機の安全対策工事一部未完了を踏まえた 

総点検の実施状況について 

 

2021 年 2 月 26 日 
東京電力ホールディングス株式会社 

  
 当社は、柏崎刈羽原子力発電所 7 号機において、本社と発電所の責任者にて構成した改

革チーム主導のもと、未完了の安全対策工事の有無を確認する総点検等を実施しておりま

す。その中で、火災感知器の設置工事が一部未完了であることを確認いたしました。 

（2021 年 2 月 15 日お知らせ済み） 

 

総点検では、原子力規制庁から認可をいただいた設計及び工事計画に基づいて、必要な

安全対策工事を再確認した上で、工事が実施されていないものが無いかを確認しています。

本日（2 月 26 日）までに、7 号機原子炉建屋地下１階の配管床貫通部の止水工事が一部未

完了であることが新たに確認されております。 

 

引き続き、現場確認等の点検を継続してまいります。また、今後の点検状況については、

改めてお知らせいたします。 

 

当社は、現在実施している使用前事業者検査で設備の健全性および機能を確認し、不適

合などが確認された場合には、適切な措置を講じていくとともに、未完了が確認された安

全対策工事については、安全を最優先として速やかに実施してまいります。 

 

以 上 
 
添付資料：工事未完了が確認された事案について 

【本件に関するお問い合わせ】 

東京電力ホールディングス株式会社  

原子力・立地本部 広報グループ 03-6373-1111（代表） 
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工事未完了が確認された事案について
公表日 事 案

①
2021年1月27日
（お知らせ済）

6・7号機コントロール建屋のダンパー設置工事が未完了であることを確認

②
2021年2月15日
（お知らせ済）※

7号機原子炉建屋の火災感知器設置工事が未完了であることを確認

③ 2021年2月26日 7号機原子炉建屋の配管床貫通部止水工事が未完了であることを確認

＜工事未完了：③ 7号機原子炉建屋 配管床貫通部止水工事＞

概要

※工事未完了案件ではないものの「設計及び工事計画認可申請内容の記載誤り」、「検査工程における７号機フィルタベント伸縮継手の
溶接についての指摘」に関してもお知らせ

• 工事未完了を踏まえた総点検の一環として、
配管貫通部に必要とされる機能と実際の工事
施工記録の整合性を確認。

• その中で、7号機原子炉建屋地下１階から
地下２階高圧代替注水系ポンプ（HPAC）
室に至る床貫通部（１箇所）について、火災
防護工事および止水工事を施工すべきところ、
火災防護工事のみの施工となっていた。

• 原因については調査中。

添付資料

高圧代替注水系ポンプ
（HPAC）地下2階

地下1階

７号機原子炉建屋

配
管

止水工事が必要

配管床貫通部
（火災防護工事のみ施工の状態）

火災防護工事（施工済）
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柏崎刈羽原子力発電所 7 号機の使用前確認変更申請等の実施について 

 

2021 年 2 月 26 日 

東京電力ホールディングス株式会社 
 

当社は、原子力規制委員会による柏崎刈羽原子力発電所 7 号機の使用前確認を受けるた

め、2020 年 11 月 6 日、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第 43 条の

3 の 11 第 3 項に基づき、使用前確認申請書を同委員会へ提出しました。 

（2020 年 11 月 6 日お知らせ済み） 

同 7 号機の事業者が行う使用前事業者検査については、安全性を確保する観点から、工

事が完了したものから順次進めておりますが、一部の工事の未完了が確認されたことを受

けて、同検査のスケジュールを再精査しているところ、現時点で当初の予定の見通しが立

たなくなったことから、本日（2 月 26 日）、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規

則第 15 条第 3 項に基づき、原子力規制委員会に対して使用前確認申請書の変更申請を行

いました。 
 
また、あわせて、原子力発電工作物の保安に関する命令第 19 条第 3 項に基づき、使用

前検査申請書の変更申請も実施しております。 
 
この度は柏崎刈羽原子力発電所において、発電所所員が不正に発電所建屋内に入

域した件や一部の工事が未完了だった件等につきまして、地域の皆さまをはじめ、

社会の皆さまにご心配をおかけしたことを、改めて深くお詫び申し上げます。  
事案の原因究明、再発防止策の策定を進め、引き続き、発電所業務全般の品質向

上に全力で取り組んでまいります。  
 

以 上 
 
【添付資料】 柏崎刈羽原子力発電所7号機使用前確認変更申請について 

【本件に関するお問い合わせ】 

東京電力ホールディングス株式会社  

原子力・立地本部 広報グループ 03-6373-1111（代表） 
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柏崎刈羽原子力発電所7号機
使用前確認変更申請について

2021年２月26日

東京電力ホールディングス株式会社

1

変更後の検査工程

主な変更内容

①使用前事業者検査に係る工事の工程

これまでは、設計及び工事計画認可申請補正書（2020年9月25日提出）の工事工程表に
基づく内容を申請していたが、新規制基準に基づく安全対策工事において、一部の工事の
未完了が確認されたことを受けて、同検査のスケジュールを再精査しているところ、現時
点で当初の予定の見通しが立たなくなったことから、各検査の工程を以下の通り「未定」
とするもの。

② 施設の使用開始予定時期：2021年6月から「未定」に変更
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2020年度第 3四半期決算について 

 

2021年 2月 10日 

東京電力ホールディングス株式会社 

 

当社は、本日、2020年度第 3四半期（2020年 4月 1日～12月 31日）の連結業績につ

いてとりまとめました。 

 

連結の経常損益は、グループ全社を挙げた継続的なコスト削減に努めたものの、競争激

化や新型コロナウイルス感染拡大の影響などにより、東京電力グループの販売電力量が、

前年同期比 8.8%減の 1,502億 kWhとなったことなどから、前年同期比 24.0%減の 2,355

億円の利益となりました。 

 

また、特別損失に原子力損害賠償費 954億円を計上したことや、前年度に計上した特別

利益の反動減などから、親会社株主に帰属する四半期純損益は、前年同期比 70.0%減の

1,304億円の利益となりました。 

 

                   （単位：億円） 

 
当第 3四半期 

（A） 

前年同期 

（B） 

比 較 

A－B A／B（％） 

 売 上 高    41,039   46,379  △  5,340 88.5 

 営 業 損 益   1,527   2,471  △  944 61.8 

 経 常 損 益   2,355   3,099  △    743 76.0 

 特 別 損 益  △ 954   1,618  △ 2,573   - 

 
親会社株主に帰属する 
四 半 期 純 損 益 

  1,304   4,348  △  3,043 30.0 

 

【セグメント別の経常損益】 

2020年度第 3四半期のセグメント別の経常損益については、以下のとおりです。 

・東京電力ホールディングス株式会社の経常損益は、基幹事業会社からの受取配当金の

減少や東京電力エナジーパートナーへの卸電力販売の減少などにより、前年同期比

1,141億円減の 70億円の利益となりました。 

・東京電力フュエル＆パワー株式会社の経常損益は、株式会社 JERAにおいて、燃料費

調整制度の期ずれ影響や発電事業の収支が好転したことなどにより、前年同期比 210

億円増の 834億円の利益となりました。 

・東京電力パワーグリッド株式会社の経常損益は、新型コロナウイルスの感染拡大によ

るエリア需要減があったものの、減価償却費の減少などにより、前年同期比 82億円

増の 1,836億円の利益となりました。 
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【本件に関するお問い合わせ】 
東京電力ホールディングス株式会社 

広報室 報道グループ 03-6373-1111（代表） 

 

・東京電力エナジーパートナー株式会社の経常損益は、競争激化や新型コロナウイルス

感染拡大等で売上高が減少したことなどにより、前年同期比 466億円減の 79億円の

利益となりました。 

・東京電力リニューアブルパワー株式会社の経常損益は、東京電力エナジーパートナー

への卸電力販売の増加などにより、前年同期比 169億円増の 441億円の利益となりま

した。 

 

 （単位：億円） 

 
当第 3四半期 

（A） 

前年同期 

（B） 

比 較 

A－B A／B（％） 

 経 常 損 益   2,355   3,099  △    743 76.0 

 東京電力ホールディングス   70   1,211  △  1,141 5.8 

 東京電力フュエル＆パワー   834   623       210 133.8 

 東京電力パワーグリッド     1,836   1,753       82    104.7 

 東京電力エナジーパートナー    79   546  △    466    14.6 

 東京電力リニューアブルパワー    441   271  169    162.4 

 
 

以 上 
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プルトニウム利用計画について 

 

2021 年 2 月 26 日 
東京電力ホールディングス株式会社 

 
 本日（2 月 26 日）、電気事業連合会が、新たなプルトニウム利用計画を公表しました。 
 

電力 9 社（除く沖縄電力）と日本原子力発電、電源開発の電力 11 社は、「我が国にお

けるプルトニウム利用の基本的な考え方」（2013 年 7 月、2018 年 7 月原子力委員会決

定）に基づき、利用目的のないプルトニウムは持たないとの原則の下、プルトニウム保有

量の適切な管理に向けて、最大限取り組んでおります。 
 
当社は、現段階では、プルサーマルの具体的な計画について見通せる状況にはございま

せんが、資源の乏しいわが国において、将来にわたりエネルギーを安定的に確保していく

ためには、国内における原子燃料サイクルの確立は不可欠との認識の下、プルサーマルを

推進していくという方針に変わりございません。 
 
地域のご理解を大前提に、引き続き、電気事業連合会をはじめ、関係各所と連携して、

プルトニウムの利用を推進してまいります。 
 

以 上 
 

【参考】電気事業連合会 HP 
 

https://www.fepc.or.jp/about_us/pr/oshirase/__icsFiles/afieldfile/2021/02/26/press_20210226_3.pdf 

 

 

【本件に関するお問い合わせ】 

東京電力ホールディングス株式会社  

 原子力・立地本部広報グループ 03-6373-1111（代表） 
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広報活動について
（３月報告）

2021年 3月3日

東京電力ホールディングス株式会社

新潟本社

核物質防護
事案の時系列
（主に公表に
関するもの）

＜柏崎刈羽原子力発電所所員による発電所建屋内への不正入域について＞
■1月23日 本事案に関する報道を受け、当社ホームページに本事案に関するお知らせを掲載
■2月 ９日 2月8日に原子力規制庁から公表された本事案の「原子力規制検査指摘事項

概要」を踏まえ、当社としても当該指摘事項と同様の範囲で事案概要を公表
■2月15日 本事案に関する原因と実施済みの対策、今後の対応について公表
＜その他の核物質防護事案＞
■2月19日 核物質防護に係る柏崎刈羽原子力発電所（核物質防護設備の故障の状況や

復旧の見通し等）および福島第二原子力発電所（社員による無効化済みの
ＩＤカードの紛失）の事案について、原子力規制庁への報告が完了、核物質
防護上に抵触しない範囲を精査しお知らせする準備が整ったことから、概要を公表

いただいた声 県民の安心のためにも、出来る限りを公表すべきだ
受け手のことをよく考えながら今後の一つ一つの取り組みをしっかり行い、信頼回復を図るべきだ

これまでの
核物質防護
事案に関する
公表

■核物質防護事案について、当社はこれまで原子力規制庁に速やかに報告する一方で、
防護措置の詳細な事項が公になるおそれがあることから、原子力規制委員会の結論を
得るまでは対外公表を控えることを徹底し、他方で原子力規制委員会の結論を得たのちには、
そのおそれがない範囲で事実関係を公表

今後の対応
■核物質防護事案については、情報公開と核セキュリティのバランスを考慮しながら、情報公開の
在り方を検討

■また、原子力規制委員会における議論や公表内容も参考にしつつ、原子力規制庁にもご相談
させていただきながら、検討を進める

■核物質防護事案に係る公表の在り方について
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柏崎刈羽原子力発電所 7 号機の安全対策工事の総点検における 

新たな未完了工事の確認について 

 

2021 年３月 3 日 
東京電力ホールディングス株式会社 

  
 当社は、柏崎刈羽原子力発電所 7 号機において、本社と発電所の責任者にて構成した 

改革チーム主導のもと、未完了の安全対策工事の有無を確認する総点検等を実施しており

ます。総点検では、原子力規制庁から認可をいただいた設計及び工事計画に基づいて、 

必要な安全対策工事を再確認した上で、工事が実施されていないものが無いかを確認して

います。その中で、火災感知器の設置工事および配管の床貫通部における止水工事が一部

未完了であることを確認いたしました。 

（2021 年 2 月 15 日、2 月 26 日お知らせ済み） 

 

本日（３月３日）までに、6・7 号機廃棄物処理建屋地下３階において配管の壁貫通部 

における火災防護工事が一部未完了であることが新たに確認されております。 

 

今後、現場確認を進めてまいりますが、点検状況については、これまでの工事未完了等

を踏まえた再発防止策がまとまった段階でお知らせいたします。 

 

なお、現在実施している使用前事業者検査で設備の健全性および機能を確認し、不適合

などが確認された場合には、適切な措置を講じていくとともに、未完了が確認された安全

対策工事については、安全を最優先として速やかに実施してまいります。 

 

以 上 
 
添付資料：工事未完了が確認された事案について 

【本件に関するお問い合わせ】 

東京電力ホールディングス株式会社  

原子力・立地本部 広報グループ 03-6373-1111（代表） 



工事未完了が確認された事案について
公表日 事 案

① 2021年1月27日（お知らせ済） 6・7号機コントロール建屋のダンパー設置工事が未完了であることを確認

② 2021年2月15日（お知らせ済）※ 7号機原子炉建屋の火災感知器設置工事が未完了であることを確認

③ 2021年2月26日（お知らせ済） 7号機原子炉建屋における配管の床貫通部止水工事が未完了であること
を確認

④ 2021年3月3日 6・7号機廃棄物処理建屋における配管の壁貫通部火災防護工事が
未完了であることを確認

＜工事未完了：④ 6・7号機廃棄物処理建屋 配管の壁貫通部火災防護工事＞

概要

※工事未完了案件ではないものの「設計及び工事計画認可申請内容の記載誤り」、「検査工程における７号機フィルタベント伸縮継手の
溶接についての指摘」に関してもお知らせ

• 工事未完了を踏まえた総点検の一環として、
配管貫通部に必要とされる機能と、火災防護
工事の施工記録の整合性を確認。

• その中で、6・7号機廃棄物処理建屋地下3階の
東側壁面における貫通部（4箇所）について、
火災防護工事および止水工事を施工すべき
ところ、止水工事のみの施工となっていた。

添付資料

コントロール建屋
地下2階

止水工事（施工済）

配管の壁貫通部
（止水工事のみ施工の状態）

廃棄物処理建屋
地下3階

火災防護工事が必要
壁

配管

工事未完了４件の共通点は、「変更が生じた際に設計側と工事側が連携した変更管理が十分で
なかったために発生した」という点。詳細原因等については現在調査中。



原子炉格納容器内の状況把握/燃
料デブリ取り出し方法の検討 等

廃炉・汚染水対策の概要 ２０２１年２月２５日
廃炉・汚染水対策チーム会合／事務局会議

1/8

「廃炉」の主な作業項目と作業ステップ

（注１）事故により溶け落ちた燃料。

使用済燃料プールからの燃料取り出しは、２０１４年１２月に４号機が完了し、２０１９年４月１５日より３号機の燃料取り出しを進めています。
作業にあたっては、周辺環境のダスト濃度を監視しながら安全第一で進めます。引き続き、１、２号機の燃料取り出し、１～３号機燃料デブリ(注１)取り出しの開始に向け順次作
業を進めています。

2019年4月15日より、3号機使用済燃料プールから
の燃料取り出しを開始しました。

2020年度末の燃料取り出し完了を目指しガレキ撤
去作業並びに燃料取り出し作業を進めています。

１～６号機 燃料取り出し完了 2031年内

１号機 燃料取り出し開始 2027年度～2028年度

２号機 燃料取り出し開始 2024年度～2026年度

３号機 燃料取り出し完了 2020年度内

４号機 燃料取り出し完了 2014年

初号機 燃料デブリ取り出し開始

２号機 2021年内

• 多核種除去設備以外で処理したストロンチウム処理水は、多核種除去設備での処理を行い、
溶接型タンクで保管しています。

• 陸側遮水壁、サブドレン等の重層的な汚染水対策により、建屋周辺の地下水位を低位で安定
的に管理しています。また、建屋屋根の損傷部の補修や構内のフェーシング等により、降雨時の汚
染水発生量の増加も抑制傾向となり、汚染水発生量は、対策前の約540m3/日（2014年5
月）から約180m3/日（2019年度）、約140m3/日（2020年）まで低減しています。

• 汚染水発生量の更なる低減に向けて対策を進め、2025年内には100m3/日以下に抑制する
計画です。

取り出し
完了燃料（体）
553/566

（2021/2/25朝時点）燃料取り出しの状況
（撮影日2019年4月15日）

燃料
取り出し

燃料の
保管/搬出がれき撤去 等 燃料取り出し

設備の設置

1,2号機 3号機 4号機

燃料デブリ
取り出し

燃料デブリの
保管/搬出

1,3号機 2号機

シナリオ・技術の検討 設備の設計・製作 解体等

使用済燃料プール
からの燃料取り出し

燃料デブリの
取り出し

原子炉施設の
解体等

汚染水対策 ～３つの取り組み～

（１）３つの基本方針に従った汚染水対策の推進に関する取り組み
①汚染源を「取り除く」 ②汚染源に水を「近づけない」 ③汚染水を「漏らさない」

（２）滞留水処理の完了に向けた取り組み
• 建屋滞留水水位を計画的に低下させるため、滞留水移送装置を追設する工事を進めております。

1~3号機原子炉建屋、プロセス主建屋、高温焼却炉建屋を除く建屋においては、床面露出状
態を維持出来る状態となりました。

• 2020年に１～３号機原子炉建屋、プロセス主建屋、高温焼却炉建屋を除く建屋内滞留水処
理が完了しました。今後、原子炉建屋については2022年度～2024年度に滞留水の量を2020
年末の半分程度に低減させる計画です。

• プロセス主建屋、高温焼却炉建屋の地下階に、震災直後の汚染水対策の一環として設置したゼ
オライト土嚢について、線量低減策及び安定化に向けた検討を進めています。

（３）汚染水対策の安定的な運用に向けた取り組み
• 津波対策として、建屋開口部の閉止対策や防潮堤設置の工事を進めています。また、豪雨対策

として、土嚢設置による直接的な建屋への流入を抑制するとともに、排水路強化等を計画的に
実施していきます。

使用済燃料プールからの燃料取り出し

揚水井

地下水位

原子炉建屋

水ガラス
地盤改良

浄化処理
溶接型タンクへの
リプレース及び増設

屋根損傷部補修

海
側
遮
水
壁

地
下
水
ド
レ
ン

陸
側
遮
水
壁

地
下
水
バ
イ
パ
ス

サ
ブ
ド
レ
ン

滞留水

陸
側
遮
水
壁

敷地舗装

タービン建屋

セシウム除去
淡水化

メガフロート
着底

港
湾

赤字：（１）３つの基本方針に従った汚染水対策の推進
青字：（２）滞留水処理の完了
緑字：（３）汚染水対策の安定的な運用

更なる
水位低下

開
渠
内

トレンチ

防潮堤

汲み上げ

汲み上げ 汲み上げ

汲み上げ

汲み上げ

サ
ブ
ド
レ
ン

1



３号機の全ての燃料が吊り上がることを確認
取り出し作業完了へ向け順調に進捗 ～553体/566体～

2月13日に発生した地震による外部への影響なし

１号機PCV内干渉物調査準備における
圧力低下事象の原因を究明

◆１～３号機の原子炉・格納容器の温度は、この１か月、約15℃～約20℃※１で推移しています。
また、原子炉建屋からの放射性物質の放出量等については有意な変動がなく※２、
総合的に冷温停止状態を維持していると判断しています。

※１ 号機や温度計の位置により多少異なります。
※２ １～４号機原子炉建屋からの放出による被ばく線量への影響は、2021年1月の評価では

敷地境界で年間0.00004ﾐﾘｼｰﾍﾞﾙﾄ未満です。
なお、自然放射線による被ばく線量は年間約2.1ﾐﾘｼｰﾍﾞﾙﾄ (日本平均)です。

東京電力ホールディングス（株）福島第一原子力発電所の廃止措置等に向けた中長期ロードマップ進捗状況（概要版）

取り組みの状況

２号機燃料取り出しに向けた検討状況
及び作業の進捗について

１・３号機のPCV水位低下を確認
外部への影響はなく、慎重に監視継続

近年国内で頻発している大規模な降雨に備
えD排水路の新設を計画しております。

豪雨時における敷地内の施設への影響を把
握するため、浸水シミュレーションを実施した結
果、1～4号機建屋周辺の浸水は、概ね解消
されることが確認されました。

2021年2月から準備工事を開始しておりま
す。2022年度の台風シーズン前迄に整備完
了を目指してまいります。

2月13日に福島県沖を震源とする地震（マグニチュード7.3）が発生
しました。
点検の結果、5、6号機及び共用の使用済燃料プール付近において、

プール水が溢水したものと思われる水溜り（計3,000cc程度）や5,6号
機の滞留水等を貯留しているフランジタンクから漏えいを確認しました。ま
た、ガレキを入れたコンテナの一部の転倒や多核種除去設備サンプルタン
ク/処理水タンクに位置ずれなどを確認しましたが、いずれも外部への影
響がないことを確認しております。
なお、地震発生時は監視データを基に環境への影響がないことを確認

し、すぐに情報発信するとともに、その後、点検結果に基づき順次、情報
発信しております。引き続き安全の確保に努め、迅速かつ透明性の高い
情報発信に努めてまいります。

1月21日に干渉物調査用のカメラ装置を挿
入するための作業を実施したところ、原子炉格
納容器内圧力が低下する事象が発生しました。
原因は、新規カメラ装置の取付作業により

負荷を加えたことにより、X-2ペネ外扉シール部
から漏えいが発生したものと推定しています。
対策として、新規カメラ装置取付作業時の負

荷低減、当該シール部の補強を行ったうえで干
渉物調査を進めてまいります。

＜ハンドル変形量の大きい燃料の吊り上げ＞

収納缶(大)

構内用輸送
容器取扱
クレーン

燃料取扱機

燃料取扱設備

使用済燃料プールランウェイガーダ

走行台車

燃料上部のガレキ除去等を実施し改
めて吊り上げ試験を実施した結果、使
用済燃料プールに残る全ての燃料につ
いて、吊り上げが可能であることを確認
しました。
2月3日より、ハンドル変形燃料（合

計18体）の取り出しを開始し、これま
でに553体の取り出しを完了しておりま
す。
取り出し作業完了に向けて、引き続

き安全第一で作業を進めてまいります。
＜燃料取扱設備構成図＞

＜事象発生時のイメージ＞
カメラチャンバ 隔離弁

門型吊架台

チェーンブロック

AWJガイドパイプ

X-2ペネ外扉

接続管

X-2ペネ

：推定される漏えい箇所
2024~2026年度の燃料取り出し

開始に向け、燃料取扱設備等の設備
の設計を進めております。
また、原子炉建屋最上階の作業環

境整備として、現在、残置物作業後の
線量調査を実施し、さらなる線量低減
策を検討してまいります。
なお、原子力規制委員会の調査で、

格納容器上部の蓋に大量の放射性物
質の付着が具体的に確認されたことに
ついては、十分に配慮しながら、燃料
取り出しに向け準備を進めてまいります。
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D排水路新設で効果的に豪雨リスク解消へ
2022年度台風シーズン前に機能発揮目指す

原子炉格納容器（以下、PCV）水位が、1号機は2月15日
以降、3号機は2月17日以降より低下傾向にあることを確認しま
した。
また、水位の低下により、2月21日には、1号機のPCV内の圧

力が注水停止試験時と同様に低下したことを確認しております。
本事象により、敷地境界のモニタリングポストやダストモニタ等に

有意な変動はなく、外部への影響はありません。
原子炉への注水は適切に行われていることを確認しております

が、水位低下の要因として、2月13日に発生した地震による
PCV損傷部の状況変化が考えられ、引き続き慎重に監視してま
いります。

赤字：新設設備

陸
側
遮
水
壁

2016/3/31
凍結開始

1568/1568
凍結管設置 (本)

2015/11/9
凍結管設置完了

燃料取り出し用カバー
取り出し完了燃料（体）
1535/1535*2

（2014/12/22燃料取り出し完了）

＊2：2012年に先行して
取り出した新燃料2体を含む4号機

注水

2号機

ペ
デ
ス
タ
ル

3号機

前室

615体

注水

ドーム屋根

燃料取扱機
クレーン

FHM
ガーダ遮へい体

取り出し完了燃料（体）＊1
553/566

（2021/2/25朝時点）

＊1：共用プールのラックに
貯蔵した燃料

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
チ
ェ
ン
バ安全第一福島第一安全第一福島第一安全第一福島第一

原子炉
格納容器
(PCV)
原子炉

圧力容器
(RPV)

燃料
デブリ

建
屋
カ
バ
ー
鉄
骨

使用済燃料
プール(SFP)防風

フェンス

オペレーティングフロア
（オペフロ）

注水

392体

原子炉建屋(R/B) 1号機

養生バッグ

ﾌﾞﾛｰｱｳﾄﾊﾟﾈﾙ
（閉止完了） ：

Ｄ排水路整備を
行う事で概ね解
消される浸水領域

＜浸水シミュレーション結果によるD排水路整備結果＞

現状:0.15m
整備後:0.14ｍ

▲7 ％

現状:0.24m
整備後:0ｍ
▲100 ％

更なる浸水抑制を検討
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主な取り組みの配置図
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６
号

５
号

MP-2

MP-4

※モニタリングポスト（MP-1～MP-8）のデータ
敷地境界周辺の空間線量率を測定しているモニタリングポスト(MP)のデータ（10分値）は0.329μSv/h～1.226μSv/h（2021/1/27 ～ 2021/2/23）。
MP-2～MP-8については、空間線量率の変動をより正確に測定することを目的に、2012/2/10～4/18に、環境改善（森林の伐採、表土の除去、遮へい壁の設置）の工事を実施しました。
環境改善工事により、発電所敷地内と比較して、MP周辺の空間線量率だけが低くなっています。
MP-6については、さらなる森林伐採等を実施した結果、遮へい壁外側の空間線量率が大幅に低減したことから、2013/７/10～７/11にかけて遮へい壁を撤去しました。

MP-6

提供：日本スペースイメージング（株）2020.5.24撮影
Product(C)[2020] DigitalGlobe, Inc., a Maxar company.

MP-3

MP-5

MP-7

MP-8

凍土方式による
陸側遮水壁

海側遮水壁

地盤改良

地下水バイパス
地
下
水
の
流
れ

タンク設置エリア

MP-1

廃棄物処理・貯蔵設備
貯蔵庫設置予定エリア

廃棄物貯蔵庫
設置エリア

１
号
２
号

３
号

４
号サブドレン

敷地境界

３号機燃料吊り上げ試験にて全ての燃料が吊り上がることを確認
取り出し作業完了へ向け順調に進捗 ～553体/566体～

D排水路新設で効果的に豪雨リスク解消
2022年度台風シーズン前に機能発揮目指す

１号機PCV内干渉物調査準備における圧力
低下事象の原因を究明

2月13日に発生した地震による外部への影響なし

２号機燃料取り出しに向けた検討状況及び
作業の進捗について

１・３号機のPCV水位低下を確認
外部への影響はなく、慎重に監視継続
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東京電力ホールディングス株式会社 

柏崎刈羽原子力発電所 

      

ご質問への回答 

<宮崎委員> 

１月２５日、東京電力による住民説明会がアルフォーレで行われました。会場から、今年１月

のような大雪の際、原発事故が起こったら避難できないが、東京電力はどのように考えるのか

という趣旨の質問がありました。東京電力の回答は、天気予報が発表されているから、予報に対

応した方法をとれば避難はできると答えられたと思います。 

Q１．口頭で回答いただいたので、間違った受け止めをしたかもしれません。東京電力の見解を

正確に教えてください。  

Ａ．  

○ 説明会での回答については、風雪は事前に天気予報等で情報を得る事ができるため、先般のよ

うな豪雪時においても、社員間での連絡体制の強化や福祉車両の燃料補給、除雪機材の準備な

どの事前準備をしっかりと行い対応していく、という趣旨で述べさせていただいたものです。 

○ 今後も、今回得られた経験を活かし、訓練を繰り返し行い改善を重ねながら準備を行うこと

で、非常時にも迅速に対応出来るよう努めてまいります。 

  



Q２．重大事故発生から放射性物質が原発敷地外へ放出されるまでの時間について、東京電力

は、発表しています。フイルターベントを実施する場合とできない場合があると思います。

それぞれについて事故発生から放射性物質が原発敷地外へ放出されるまでの時間を教え

てください。  

Ａ．  

○ 格納容器の除熱ができず、格納容器内圧力が上昇した場合には、フィルタベントにてガスを排

出することになりますが、適合性審査において想定している事故進展では、事象発生から 38

時間後にベント操作を行うと評価しています。 

○ 仮に、この際にベント操作ができないとすると、格納容器の圧力はさらに上昇し、過圧破損す

る可能性があります。これは、事象発生から38 時間以降になると評価しています。 

○ なお、当所では、炉心損傷を伴う重大な事故が発生しないよう、異常の発生防止、事故への進

展防止の対策を実施しています。特に、格納容器の圧力と温度の上昇を抑制する代替循環冷却

設備を設置し、原子炉格納容器バウンダリを維持した除熱手段を確保しています。 

○ また、フィルタベント設備については、遠隔での弁操作に加え、現場による手動弁操作も可能

な設計としており、確実にベント操作ができるよう設計上の配慮を行っています。また、航空

機の衝突等の大規模な損壊を想定しても、代替循環冷却設備とフィルタベント設備が同時に

機能を失うことがないよう、位置的にも分散した設計となっています。 

  



７号機での安全対策工事の未完了について質問します。どこでも行われていることですが、

工事発注者は、工事請負業者に工事の各段階における進捗状況を、現場写真を撮って報告させ

ています。写真には 5W1H が分かる工事黒板を写させ、計画通りの施工を確認しています。終

了写真によって発注責任者が現地視察するのが一般的な流れになっていると思います。柏崎の

建設業者はみんなやっていると思います。 

Q１．工事の段階ごとに、写真撮影で確認する方法をとっていたのですか。 

Ａ．  

○ ご質問の通り、当所でも土木・建築関係の工事については、進捗に合わせた現場での立会い時

に現場写真を撮影し記録として残すことに加え、請負企業からの日々の進捗実績の確認によ

り、仕上がり状況も含めて確認をしています。 

○ その他、機械関係や電気関係などの工事については、工事の種類によって確認の方法は異なり

ますが、一般的に写真等により仕上がりを確認するのではなく、例えば、ポンプの場合には、

ポンプケーシングの材料確認、シャフトの寸法確認、基礎ボルトの据付確認、ポンプの性能検

査といった、進捗に合わせた現場での立会いによって仕上がりを確認しています。 

 

Q２．「設計と工事関係者の連携」とはどのような仕組みですか。 

想像ですが、設計者が工事業者に現場で作業を指示していた。設計者が指示を忘れた、ま

たは、工事業者が指示を忘れ、設計者も確認し忘れた、つまり、行き当たりばったりの仕

組みだったのですか｡  

Ａ．  

○ 設工認等で求められる要求事項について、具体的な設計方針を定め、図面に落とし込んだり、

方針書として取り纏めることを「設計」といい、その設計を踏まえ、具体的な設備の設置場所

や設置数等を決めて現場の工事を計画し、実際に工事を実施することを「工事」としています。 

○ そのうえで、「設計側と工事側の連携」とは、設計側が具体的な設計方針をしっかりと工事側

に伝え、工事側が間違いなくその方針に従った工事を実施しているかを、設計側と工事側の双

方で確認することです。 

○ 今回の工事未完了は、特に設計変更が生じた場合の設計側と工事側の連携した変更管理が十

分でなかったことが共通の原因と考えています。詳細原因等については引き続き、現在実施し

ている総点検の中で確認してまいります。 

 

 



Q３．東京電力の工事は計画と工事の進捗をどのような方法で管理していたのですか。  

Ａ．  

○ 設工認等で求められる個々の要求事項に対して必要な工事を計画し、それをリスト化した上

で工事件名毎に進捗管理を実施しています。 

○ 「工事完了」については、リストアップされたそれぞれの工事件名について、機器の据え付け

が完了しているなど、その後実施される使用前事業者検査準備に移行できる状態になってい

ることをもって、「完了」としています。 

○ そのような管理を実施していましたが、今回の工事未完了は、工事の計画段階で設計変更が反

映されておらず、そもそも必要な工事が実施されていなかったものであり、設計側と工事側の

連携した変更管理が十分でなかったために発生したと考えています。詳細原因等については

引き続き、現在実施している総点検の中で確認してまいります。 

○ なお、最終的には、使用前事業者検査として設工認等で要求された項目を全て満足しているこ

とを確認するとともに、抜け落ちがないことも確認し、その結果を規制庁による立会いや記録

検査で確認されるものとなっています。 

 

 

以 上 


